
 

 

 鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  令和３年１２月２２日 

 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第４３号 

鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例（平成１７年鳥取市条例第

８号）の一部を次のように改正する。 

 別表一般の部中「６００円」を「８００円」に、「５００円」を「６００円」に、「１，

０００円」を「１，４００円」に改め、同表小学生、中学生、高校生の部中「３００

円」を「４００円」に、「２００円」を「３００円」に、「５００円」を「７００円」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


